
流 山 市 立 図 書 館 掲 示 物 等 設 置 取 扱 基 準  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 取 扱 基 準 は 、 流 山 市 民 の 生 涯 学 習 や 地 域 コ ミ ュ ニ テ

ィ づ く り の 推 進 を 促 す 情 報 を 提 供 す る た め 、流 山 市 立 図 書 館 に

掲 示 す る ポ ス タ ー 、チ ラ シ 等 の 取 扱 に つ い て 、必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

（ 掲 示 物 ）  

第 ２ 条  こ の 基 準 に お い て 掲 示 物 と は 、 公 共 性 が あ る と 認 め ら れ

る 市 民 等 へ の 周 知 を 目 的 と す る ポ ス タ ー 、 チ ラ シ そ の 他 こ れ ら

に 類 す る 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

（ １ ） 市 政 情 報  

  ア  流 山 市 及 び 流 山 市 教 育 委 員 会 が 実 施 す る 事 業  

  イ  流 山 市 及 び 流 山 市 教 育 委 員 会 が 後 援 ・ 共 催 し た 催 し に 関

す る も の  

（ ２ ） 各 行 政 機 関 の 事 業 又 は 各 行 政 機 関 か ら 依 頼 の あ る 事 業  

（ ３ ） 流 山 市 内 の 学 校 事 業 に 関 す る も の  

（ ４ ） 個 人 、 団 体 等 が 流 山 市 内 に お い て 市 民 活 動 を 推 進 す る こ と

を 目 的 と し て 行 う 事 業 又 は 流 山 市 内 に 拠 点 が あ る 個 人 、 団 体

等 が 市 民 活 動 を 推 進 す る こ と を 目 的 に 行 う 事 業  

（ ５ ） 生 涯 学 習 、 社 会 教 育 に 資 す る 催 し に 関 す る も の  

（ ６ ） そ の 他 館 長 が 必 要 と 認 め た も の  

（ 掲 示 が 認 め ら れ な い も の ）  

第 ３ 条  流 山 市 立 図 書 館 に 掲 示 で き な い 掲 示 物 に つ い て は 、 以 下

の と お り と す る 。  

（ １ ） 営 利 を 目 的 と し て い る も の  

（ ２ ） 特 定 の 宗 教 や 政 党 に 係 る も の  

（ ３ ） 法 令 、 公 序 良 俗 に 反 す る 恐 れ が あ る も の  

（ ４ ） サ ー ク ル 等 の 会 員 募 集 、 勧 誘 を 目 的 と し た も の  

（ ５ ） 問 合 せ 先 （ 担 当 者 ） が 不 明 確 な も の  

（ ６ ） そ の 他 館 長 が 適 当 で な い と 認 め る も の  

（ 掲 示 期 間 ）  

第 ４ 条  掲 示 物 の 掲 示 期 間 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 開 催 日 等 の 期 間 が 記 載 さ れ て い る も の は 、 当 該 期 日 ま で  



（ ２ ） 行 政 等 の お 知 ら せ で 、 年 度 や 号 が 記 載 さ れ て い る も の は 、

次 号 が 発 行 さ れ る ま で  

（ ３ ） そ の 他 の 掲 示 物 は 、 依 頼 が あ っ た 日 か ら １ カ 月 と し 、 同 一

掲 示 物 で の 延 長 は 認 め な い 。  

（ ４ ） 前 各 号 に 掲 げ る 期 間 内 で あ っ て も 、 掲 示 期 間 を 短 縮 又 は 掲

示 し な い こ と が で き る も の と す る 。  

（ 掲 示 物 の 取 扱 い ）  

第 ５ 条  掲 示 物 の 取 扱 い に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）掲 示 ス ペ ー ス に 余 裕 が な い 場 合 は 、第 ２ 条（ １ ）か ら（ ５ ）

の 順 に 優 先 し て 掲 示 す る こ と と し 、 そ の 他 の 掲 示 物 に つ い て

は 公 共 性 ・ 公 益 性 の 高 い も の や 流 山 市 内 で の 催 し 等 に 関 す る

も の を 優 先 す る 。  

（ ２ ） そ の 他 、 掲 示 物 の 取 扱 い に つ い て 変 更 が 生 じ た 場 合 に お い

て も 、 掲 示 依 頼 者 へ の 連 絡 等 は 行 わ な い も の と す る 。  

 

附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ７ 日 か ら 適 用 す る 。  


